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衆
議
院
議
員
滝
実
君
提
出
赤
字
国
債
発
行
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
か
ら
三
ま
で
及
び
五
に
つ
い
て

公
共
投
資
に
つ
き
実
質
国
内
総
生
産
の
一
パ
ー
セ
ン
ト
相
当
を
継
続
的
に
増
額
す
る
よ
う
な
政
策
に
つ
い
て
、
一
定
の
仮

定
の
下
、
経
済
財
政
モ
デ
ル
（
第
二
次
再
改
定
版
）
（
平
成
二
十
年
三
月
内
閣
府
公
表
）
に
お
け
る
乗
数
表
を
用
い
て
計
算

す
る
と
、
当
該
政
策
を
行
わ
な
い
場
合
に
比
べ
て
、
実
質
国
内
総
生
産
は
、
一
年
目
に
一
・
一
二
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
、
二
年

目
に
〇
・
七
六
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
、
三
年
目
に
〇
・
三
九
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
増
加
す
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
。

計
量
経
済
モ
デ
ル
に
よ
る
計
算
結
果
は
、
誤
差
を
伴
う
た
め
、
相
当
の
幅
を
も
っ
て
解
釈
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、

様
々
な
計
量
経
済
モ
デ
ル
に
よ
る
計
算
結
果
を
比
較
す
る
際
に
は
、
前
提
等
が
異
な
る
場
合
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
単
純
な
比

較
は
困
難
な
点
に
留
意
が
必
要
で
あ
る
。
現
実
の
経
済
政
策
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
計
量
経
済
モ
デ
ル
に
よ
る
計
算
結
果

を
参
考
と
し
つ
つ
も
、
そ
の
時
々
の
経
済
状
況
等
を
十
分
に
踏
ま
え
て
総
合
的
に
判
断
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

我
が
国
の
財
政
状
況
は
、
極
め
て
厳
し
い
状
況
に
あ
り
、
経
済
や
社
会
保
障
に
悪
い
影
響
を
与
え
な
い
た
め
、
財
政
再
建

は
当
然
の
課
題
で
あ
る
。
政
府
と
し
て
は
、
我
が
国
経
済
の
持
続
的
で
安
定
し
た
繁
栄
を
目
的
と
し
、
財
政
再
建
に
取
り
組

ん
で
ま
い
り
た
い
。

一



四
に
つ
い
て

過
去
の
景
気
対
策
に
お
い
て
は
、
予
算
等
の
内
容
を
踏
ま
え
、
試
算
可
能
な
範
囲
に
お
い
て
、
公
共
投
資
や
減
税
等
に
つ

い
て
、
国
内
総
生
産
の
押
し
上
げ
効
果
を
示
し
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
も
、
同
様
に
行
っ
て
い
く
考
え
で
あ
る
。

二


